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「証券取引法」に関する法令適用事前確認手続にかかる照会について 
（平成１７年８月１２日付照会文書に対する回答） 

 
 

株券の取得の申込みの勧誘の相手方に適格機関投資家が含まれる場合で、証券取引法

施行令第１条の４第２項各号に掲げる要件を満たす場合には、当該適格機関投資家は勧

誘の相手方の人数の計算から除外することができることとされている。 
この要件の一つとして、人数の計算から除外された適格機関投資家に対し、適格機関

投資家以外の者への転売を行わない旨の転売制限契約を締結することとされているが、

これは、当該株券が、当該株券及びその発行会社の情報が開示されないまま、適格機関

投資家を通じて多数の一般投資家に譲渡されることを防止することにより、投資者保護

を図ろうとするものである。 
照会のケースでは、発行会社がその株式を証券取引所に上場することに伴い、当該株

券と同一種類の株券に関して有価証券届出書や有価証券報告書が提出され、当該株券及

びその発行会社に関する情報が開示されることから、証券取引法施行令第１条の４第２

項第２号の転売制限は解除され、ファンドは一般投資家に対し当該株券の売付けの勧誘

を行っても問題がないものと解される。 
ただし、この場合においても、各証券取引所の規則による公開前規制の適用はあるの

で、その点について留意されるべきである。 
 
 
（注）本回答は、照会対象法令（条項）を所管する立場から、照会者から提示された事実

のみを前提に、照会対象法令（条項）との関係のみについて、現時点における見解を

示すものであり、事実が記載と異なる場合、記載されていない関連事実が存在する場

合、関係法令が変更される場合などには、考え方が異なるものとなることもある。ま

た、本回答は、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束しう

るものではない。 


